
 

議 第 １ ０ 号  

 

   家 庭 的 保 育 事 業 等 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る  

条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 制 定 に つ い て  

 

 本 市 家 庭 的 保 育 事 業 等 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 の

一 部 を 改 正 す る 条 例 を 下 記 の と お り 制 定 す る も の と す る 。  

  令 和 ７ 年 （ ２ ０ ２ ５ 年 ） ２ 月 １ ７ 日 提 出  

 

柏 崎 市 長  櫻  井  雅  浩  

 

 

 

記  

   新 潟 県 柏 崎 市 家 庭 的 保 育 事 業 等 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を

定 め る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 新 潟 県 柏 崎 市 家 庭 的 保 育 事 業 等 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め

る 条 例 （ 平 成 ２ ７ 年 条 例 第 ７ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 第 １ ６ 条 第 １ 項 第 ２ 号 中 「 栄 養 士 」 の 次 に 「 又 は 管 理 栄 養 士 」 を 加

え る 。  

   附  則  

 こ の 条 例 は 、 令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
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第
16
条
 
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
は
、
前
条
第
１
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
当
該
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
の
利
用
乳
幼
児
に
対
す
る
食
事
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供
に
つ
い
て
、
次
項
に
規
定

す
る
施
設
（
以
下
「
搬
入
施
設
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
調
理
し
家
庭
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保
育
事
業
所
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に
搬
入
す
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方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
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の
場
合
に
お
い
て
、
当
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庭
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保
育
事
業
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等
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、
当

該
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提
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に
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該
方
法
に
よ
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と
と
し
て
も
な
お
当
該
家
庭
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保
育
事
業
所
等
に
お

い
て
行
う
こ
と
が
必
要
な
調
理
の
た
め
の
加
熱
、
保
存
等
の
調
理
機
能
を
有
す
る
設
備
を
備
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
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(１
) 

（
略
）
 

(１
) 

（
略
）
 

(２
) 

当
該
家
庭
的
保
育
事
業
所
等
又
は
そ
の
他
の
施
設
、
保
健
所
、
市
等
の
栄
養
士
又
は
管
理
栄

養
士
に
よ
り
、
献
立
等
に
つ
い
て
栄
養
の
観
点
か
ら
の
指
導
が
受
け
ら
れ
る
体
制
に
あ
る
な
ど
、

栄
養
士
又
は
管
理
栄
養
士
に
よ
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必
要
な
配
慮
が
行
わ
れ
る
こ
と
。
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当
該
家
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又
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（
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